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要　旨
わが国では１96２（昭和37）年度税制改正以降，国際的二重課税を排除する方式として，直接外

国税額控除制度と間接外国税額控除制度が併存していた。ただし，外国子会社からの配当に係る
後者については，２009（平成２１）年度税制改正で廃止され，外国子会社配当益金不算入制度が創
設された。

昨今，外国子会社配当益金不算入制度を適用することで多額の資金を還流させた事案としては，
国際興業管理事件（最判令和 3 年 3 月１１日民集75巻 3 号４１8頁）がある。そこでは，資本剰余金
と利益剰余金の双方を原資とする配当の取扱いが争点とされ，約４3２億円もの受取配当金が本制
度の対象となった。

本稿では，外国税額控除制度の淵源を辿ることで，かねてより指摘されていた間接外国税額控
除制度に係る問題と，外国子会社配当益金不算入制度との差異について検討する。その上で，前
掲最判令和 3 年 3 月１１日でも争点になった資本剰余金の額の減少に伴う配当に関して，これら二
つの制度からどのような影響を受けたのか考察する。
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　⑴　 ２00１年から２006（平成１8）年度税制改正まで―法人税基本通達 3 - １ - 7 の 5 の適用期

間―
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6 ．むすびに

１ ．はじめに

OECD モデル租税条約においては，国際的な二重課税を排除することを目的として「国外

所得免除方式（２3A）」ならびに「外国税額控除方式（２3B）」が定められている。この点につき，

わが国では１96２（昭和37）年度税制改正以降，直接外国税額控除制度（旧法法 69①）および

間接外国税額控除制度（旧法法 69⑧）が併存していた１ ）。しかしながら，外国子会社からの

配当に係る後者は２009（平成２１）年度税制改正にて廃止され，それに伴い創設された制度が法

人税法第２3条の ２ 「外国子会社から受ける配当等の益金不算入」（以下，「外国子会社配当益金

不算入制度」という。）である。

昨今，外国子会社配当益金不算入制度を適用することで多額の資金を還流させた事案として

「国際興業管理事件（最判令和 3 年 3 月１１日民集75巻 3 号４１8頁）」がある。本事件においては，

資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする配当の税務上の取扱いが争点になり，約４3２億円

もの受取配当金が本制度の対象とされた２ ）。

本稿では，外国税額控除制度の淵源を辿ることで，かねてより指摘されていた間接外国税額

控除に係る課題と，外国子会社配当益金不算入制度との差異について検討する。その上で，前

掲最判令和 3 年 3 月１１日でも争点になった資本剰余金の額の減少に伴う配当（法法 ２４①四）

に関して，これら二つの制度からどのような影響を受けたのか考察する。

２ ．外国税額控除制度の淵源

本節では，直接外国税額控除制度と間接外国税額控除制度が制定された経緯について確認する。

1 ） そのほか，みなし外国税額控除および外国子会社合算税制があげられる（法令１４２の 3 ，措法66
の 7 ）が，本稿では直接外国税額控除と間接外国税額控除の二つに焦点を絞っている。

2 ） 国際興業管理事件の詳細については，松永（２0２3a）を参照。
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⑴　外国税額控除制度の創設

１953（昭和２8）年度税制改正を嚆矢に「外国税額控除制度（旧法法 69①）」は導入された3 ）。

そこでは，控除限度額を上限として控除対象外国法人税額をわが国法人税額から控除すること

が定められた。本制度は，いわゆる「直接外国税額控除」のことを示しており，「直接」とい

う文言について，渡辺（１975，２7頁）は，「内国法人が自らの国外所得に対して自らが納税者

となって直接納付した外国税額について税額控除を受ける」ものとの見解を示している４ ）。

さらに，本制度には国別限度額方式5 ） のみが採用され，現行税法上適用される一括限度額方

式は容認されていなかった。

次いで，１96２（昭和37）年度税制改正においては，外国子会社から配当が行われた際に適用

される「間接外国税額控除制度（旧法法 69④）」が創設された6 ）。その制定趣旨について，吉

国（１96２，１7頁）は，下記のように述べている。

「内国法人の海外支店の場合には，外国でその利益について課税を受けるだけで，本店に対

する利益送金には課税されないのに対して，外国子会社の場合には，外国で法人税を課せら

れる上に，支払配当に対して源泉徴収されるのが通例で，しかも外国税額控除の対象となる

のは配当に課せられた源泉徴収税額のみで，子会社に課せられた法人税相当については控除

の途がなく，支店の場合に比して不利をまぬがれない。わが国の企業が進出している外国の

中には日本法人の支店を認めず，現地資本との合弁による子会社でないと設立を認めない場

合があるので，この場合の税制上の不利を救済する必要がある。」

すなわち，外国支店と外国子会社という事業形態の相違から生ずる税負担の差異を払拭する

ことが目的であったことが窺える7 ）。ここで，間接外国税額控除は直接外国税額控除と異な

る性質を有する制度ではなく，「外国子会社の納付した外国法人税を，一定要件のもとに，親

会社である内国法人が直接納付したものと擬制したうえで，直接控除制度のシステムをそのま

3 ） その年の特徴として，矢内（１987， 9 頁）は，「この年は朝鮮戦争休戦後の不況乗り切りのため
輸出促進の政策が税制面からなされ，外国税額控除制度の他に，輸出に伴なうキャンセル，クレーム
のために輸出損失準備金積立金額の損金算入及び海外支店の特別償却が認められている」と言及して
いる。

4 ） 「間接」については，「外国子会社が納付した外国税額について，親会社である内国法人がいわ
ば『間接』に税額控除を受けるという意味」（渡辺１975，２7頁）と述べている。

5 ） 外国ごとに控除限度額を算出し，その範囲において各々の国で課された外国税額を控除する方
式のことである。詳しくは，渡辺（２005，２7頁）を参照。

6 ） 間接外国税額控除制度が適用される外国子会社の範囲は，親会社である内国法人が，配当の支
払確定の日以前 6 か月以上引き続いて２5％以上の株式を有している子会社（旧法法 69④，旧法令
１４6）とされている。

7 ） そのほか，水野（１995，38頁），矢内（１987，１0頁）を参照。
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まのせるというもの」（渡辺１975，１１6頁）である点に留意せねばならない。要するに，外国子

会社から配当が行われた場合に，納付された外国法人税のうち親会社である内国法人が受領し

た配当に対応する所得に関しては，間接外国税額控除制度の適用対象になる8 ）。具体的には，

下記のように法人税額が算出される（旧法法 69⑧，旧法令 １４7①）。

間接外国税額控除に係る法人税額＝外国子会社の配当に係る事業年度の外国法人税額

　　　　　　　　　　　　　　 親会社が受領した受取配当金額
　　　　×　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　外国子会社の所得金額 - 外国子会社の配当に係る事業年度の外国法人税額

また，１96２（昭和37）年度税制改正において，間接外国税額控除制度の創設に加えて一括限

度額方式9 ） が認容され，国別限度額方式とのいずれかを選択することが可能になった。これは，

「国別限度額方式の計算の煩雑さを回避するため及び外国税の控除に国別の過不足が生ずる国

別限度額方式よりも一括限度額方式のほうが納税者にとって有利になる」（矢内１987，１0頁）

ためであった１0） が，その一年後の１963（昭和38）年度税制改正において，国別限度額方式は廃

止されている。

⑵　高率負担分の除外― １988（昭和63）年度税制改正―

前節の内容を踏まえて，直接外国税額控除制度と間接外国税額控除制度の仕組みを示したも

のが図表 １ である。

ここで，図表 １ の「高率負担分の除外（旧法法 69①，旧法令 １４２の 3 ，旧法令 １４7①）」に

関しては，１988（昭和63）年度税制改正１１） にて導入されている。改正前においては，一括限度

額方式が適用された際における高率負担分の彼此流用が問題視され，立案担当者である中尾武

彦氏（主税局国際租税課（組織名は当時のもの））は，次のように指摘した（中尾１988，38４-

385頁）。

8 ） 受取配当金に係る外国源泉税に関しては，直接外国税額控除制度が適用されることにも注意す
る必要がある（渡辺２005，２35頁）。

9 ） 渡辺（２005，２7頁）は，「全世界所得に対するわが国の税額を，すべての外国を通算した国外所
得とそれ以外の所得（国内所得）との比に按分することにより一括して控除限度額を計算するととも
に，納付した外国税額はどの外国で課されたかを問わず，すべてこの一括限度額の範囲内で控除する
ことを認めるというもの」と言及している。

10） そのほかの改正点として，地方税に対して外国税額控除が適用されたことがあげられる。
11） 本改正前の外国税額控除制度については，「諸外国にくらべて相当寛大になっている面がある，あ

るいは国際的二重課税の排除という制度本来の趣旨を超えた控除が行われる問題点がある」との指摘
があった（中尾１988，38１頁）。そのほか，朝長編（２009，39頁）も参照。
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図表 １ 　外国税額控除制度の仕組み

　　　（出所）：矢内・高山（２008，１63頁）を筆者一部修正。

直接外国税額控除

に係る法人税額

（旧法法69①）

間接外国税額控除

に係る法人税額

（旧法法69④）

高率

負担分

の除外

（旧法法69

①，旧法令

142の3，旧

法令147

①）

控除対象

外国法人税

額の合計

控除

限度額比較

（少額になる

　ほうを選択）

「我が国の実効税率を超える高率で課された外国税が，他の軽課税ないし非課税とされた国

外所得より生じる控除枠を利用して控除されてしまうという問題が生じます。（中略）一括

限度額を採用していることから生じる控除枠のいわば『横の彼此流用』のほか，控除余裕額

の 5 年間繰越及び限度超過額の 5 年間繰越を認めていることから生じる控除枠のいわば『縦

の彼此流用』の問題もあります。」

上の問題を解消すべく，控除対象外国法人税額とならない高率部分は調整の対象外とされ，

損金に算入されることとなった（旧法法 69①，旧法令 １４２の 3 ）１２）。

⑶　間接外国税額控除制度に係る問題点― ２009（平成２１）年度改正に至るまでの経緯―

外国子会社からの配当に係る間接外国税額控除制度については，２009（平成２１）年度税制改

正で廃止されたが，本制度はかねてより批判の声が複数寄せられていた。それらはおよそ二つ

に収斂され，まず一つは，外国子会社に資金が留保され，国内への資金還流が減少する問題で

ある。当時の状況について，野田（２0１２，１0１頁）は，「海外子会社が国外の源泉地国で獲得し

た所得を内国法人の親会社に配当として国内に送金するよりも国外で資金を留保ないしは国外

で再投資に回されていて，わが国への資金の還流の阻害要因となっていた」と言及している１3）。

12） 間接外国税額控除制度における高率部分は，「配当に係る源泉税を含めて実効税率を50％の範囲に
とどめる」（矢内・高山２008，２0１頁）ことが要請されていた（旧法令 １４7①）。渡辺（１990，１80-１8２
頁）も併せて参照。

13） 渡辺（２0１１，95頁），鈴木（２0１２，１09頁）にも同様の見解がある。
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もう一つは，間接外国税額控除制度の税務上の取扱いが複雑かつ煩雑であった点１４） であり，

これに関して，南波（２009，30頁）は，「その計算方法自体が複雑なものであり，かつ，申告

に際しても多大な各種情報・書類（外国法人税申告書等）を収集して申告書に添付する必要が

あった。これらは，納税者に大きな負担を物心両面で強いるもの」と批判した。また，それが

要因となって本制度が「どの程度機能していたのか必ずしも明確でない」（鈴木２0１２，１09頁）

との見解も示されている。

かような状況を踏まえて国際租税小委員会は，外国子会社配当益金不算入制度導入に向けた

中間論点整理「我が国企業の海外利益の資金還流について―海外子会社からの配当について

の益金不算入制度の導入に向けて―」にて，以下のように述べた（国際租税小委員会２008，

１ 頁）。

「近年，我が国企業の海外生産比率が向上し（中略），海外子会社の利益は２00１年と比較して

４ 倍超にまで大幅に増加している。 こうした中，我が国企業は，これらの海外利益の多く

を国内に資金還流させずに海外に留保する傾向がみられ，海外での内部留保額が急増してい

る。（中略）こうした現状認識の下，我が国企業が強みを活かして海外市場で獲得する利益

が過度に海外に留保され，競争力の源泉である研究開発や雇用等が国外流出しないよう，当

該利益の国内還流
4 4 4 4 4 4 4

に資する環境整備を行うことが喫緊の課題となっている」（圏点筆者。以

下，同。）

上の意見が公表されたのは２008年 8 月であり，この時点で外国子会社配当益金不算入制度が

導入される目的は，「国内への資金還流」であった（渡辺２0１２a，7１頁）。それに加えて，間接

外国税額控除制度が適用される際に懸念されていた税務申告に係る複雑な事務作業については，

「海外子会社からの配当の益金不算入制度の導入により，間接外国税額控除制度が廃止となる

ことから，海外子会社からの配当について，税額控除を受けるための膨大な事務作業から解放

され，より簡素な手続によって二重課税の排除
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

がなされることとなる」（国際租税小委員会

２008，１１頁）と言及している。

続いて，同年１１月には税制調査会が「平成２１年度の税制改正に関する答申」を公表した。そ

こでは，「我が国企業が海外市場で獲得する利益の国内還流に向けた環境整備が求められる中，

企業が必要な時期に必要な金額だけ戻すことができることが重要である。外国税額控除制度に

ついては，こうした企業の配当政策の決定に対する中立性の観点
4 4 4 4 4 4

に加え，適切な二重課税の排
4 4 4 4 4 4

除
4

を維持しつつ，制度を簡素化
4 4 4 4 4 4

する観点も踏まえ，間接外国税額控除制度に代えて，外国子会

社からの配当について親会社の益金不算入とする制度を導入することが適当」とし，その上で，

14） 間接外国税額控除制度を適用する際に必要となる添付書類については，旧法人税法施行規則第２9条
の 3 に規律されていた。詳しくは，矢内・高山（２008，１33頁）を参照。
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「本制度を導入することにより，国内に還流する利益が，設備投資，研究開発，雇用等幅広く

多様な分野で我が国経済の活力向上のために用いられることが期待される」（税制調査会２008，

7 頁）と述べた。

以上を踏まえると，外国子会社からの配当に係る取扱いには，国際租税小委員会と税制調査

会の双方において，資金の還流および課税の中立性，さらに制度の簡素化が重視されていた。

⑷　小括―外国税額控除制度の留意点―

本章では，わが国における外国税額控除制度の変遷と，外国子会社配当益金不算入制度の導

入に向けた政府の対応について確認した。間接外国税額控除制度は，外国支店と外国子会社の

中立性を担保することを目的として，直接外国税額控除制度に併存する形で制定された。しか

しながら，その取扱いの複雑さや外国子会社における内部留保の観点から批判が寄せられてい

たことは，すでに述べたとおりである。

次章においては，２009（平成２１）年度税制改正における外国子会社からの配当の取扱いを整

理する。

3 ．外国子会社配当益金不算入制度の創設

２009（平成２１）年度税制改正において，間接外国税額控除制度（旧法法 69⑧）は廃止１5） され，

外国子会社配当益金不算入制度（法法 ２3の ２ ）が定められた。

⑴　法人税法第２3条の ２ 「外国子会社から受ける配当等の益金不算入」の創設

外国子会社配当益金不算入制度が適用されると，外国子会社からの配当金額のうち95％が益

金不算入とされる。対象になる外国子会社の要件としては，保有割合が発行済株式数または出

資金額の２5％以上の株式数あるいは出資金額を所有しており１6），剰余金の配当等の支払義務確

定日以前から 6 ヵ月以上継続する場合となる（法法 ２3の ２ ①，法令 ２２の ４ ①）１7）。また，そ

の制定趣旨に関しては，「平成２１年度税制改正の解説」に下記のような記述がある（財務省

２009，４２5頁）。

15） 本改正に伴い，外国子会社の外国税額を益金に算入させる「グロスアップ規定（旧法法 ２8，旧法
令 ２7）」も廃止された。ただし，２009年 ４ 月 １ 日から 3 年間は，一定の要件のもと間接税額控除制度
を適用する経過措置が講じられている（改正法附則 １２②，改正法令附則 １3）。

16） 発行済株式総数あるいは出資総額のうち，内国法人が保有している株式数または出資金額が占める
割合か（法令 ２２の ４ ①一），議決権のある株式数あるいは出資金額のうち，内国法人が保有している
株式数または出資金額の占める割合（法令 ２２の ４ ①二）のことである。

17） 租税条約における二重課税排除条項で保有割合が２5％未満である場合には，たとえ保有割合が２5％
未満の外国子会社からの剰余金の配当であっても，本制度の対象になる（法令 ２3の 3 ④）。
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「わが国企業はグローバルに事業を展開し，海外市場で獲得した利益の多くは国内に還流さ

せることなく海外に留保する傾向がみられます。（中略）このような状況に対しては，わが

国経済の活性化の観点から，海外市場で獲得する利益をわが国に還流させる『好循環』の確

立が，わが国経済の持続的発展のために重要であり…」

それに加えて，「わが国企業が外国子会社の利益を必要な時期に必要な金額だけ戻すことが

できることが重要であると考えられ，外国子会社利益の国内還流に向けた環境整備が求められ

ています。このため，外国子会社から受ける配当に係る二重課税排除の方式として，こうした

企業の配当政策の決定に対する税制の中立性の観点に加え，適切な二重課税の排除を維持しつ

つ，制度を簡素化する観点も踏まえ，（中略）外国子会社配当益金不算入制度が導入されまし

た」（財務省２009，４２5頁）と言及した。

このように，２009（平成２１）年度税制改正では，先述した国際租税小委員会の中間論点整理と，

税制調査会の「平成２１年度の税制改正に関する答申」の双方が加味されたものと見受けられる１8）。

⑵　外国子会社配当益金不算入制度と間接外国税額控除制度との相違点

外国子会社配当益金不算入制度の適用に伴い，配当に係る外国源泉税等については損金に算

入されないこととなった（法法 39の ２ ，法法 ２6②，法令 78の ２ ）。加えて，外国税額控除の

対象となる控除対象外国法人税額にもそれは含まれない（法法 69①，法令 １４２の 3 ⑦三）。

要するに，外国子会社から剰余金の配当が実施された際には，配当総額のうち益金不算入部

分を除いた 5 ％部分と，配当に係る外国源泉税等が課税対象とされる。とりわけ前者に関して

は，外国子会社から配当を受領する際に要した費用に相当し，一律の割合とされる理由は，そ

の経費を算定することは困難であり，「納税者の事務負担の軽減や制度の簡素化の観点及び諸

外国の例（国外所得免除方式を採用するドイツや資本参加免税を採用するフランスにおいても

剰余金の配当等の額の 5 ％相当額が控除されています。）」（財務省２009，４30頁）を勘案した

ためとされる。また，この点については，青山（２008，１33頁）が「外国子会社から受け取る

配当を全部非課税にすることになりますと，その受取配当について，もし親会社に発生してい

る費用があった場合に，費用は日本の費用として控除する，海外で上がった配当は丸々免除す

るとなると，二重に税制のメリットを与えていることになるので，当然，海外の配当に帰すべ

き費用については，その分削減して非課税を画すべきではないか」と指摘している。このよう

に，本制度で 5 ％相当分を益金に算入させることは，税法上のメリットを二重に享受させるこ

とを防ぐためとされる。

18） この点につき，渡辺（２0１２a，73頁）は「中間論点整理よりも，どちらかといえば政府税調答申に
近い」との見解を示している。
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　　　（出所）：財務省（２009，４２6頁）を筆者一部修正。

【改正後】外国子会社配当益金不算入制度（法法 23の2）

国内源泉所得

受取配当

益金不算入
子会社所得

うち外国法人税

課
税
所
得
金
額

配当

〈内国親会社〉 〈外国子会社〉

ネット納税額 外国税額

日
本
法
人
税
額

図表 ２ 　２009（平成２１）年度税制改正前後における外国子会社配当の取扱いの差異
【改正前】間接外国税額控除制度（旧法法 69⑧）

国内源泉所得

国外源泉

配当所得

グロスアップ

子会社所得

うち外国法人税

課
税
所
得
金
額

配当

〈内国親会社〉 〈外国子会社〉

外税控除

ネット納税額

外国税額

【旧法法 28】

日
本
法
人
税
額

改正前における間接外国税額控除制度（旧法法 69⑧）と，外国子会社配当益金不算入制度

（法法 ２3の ２ ）の取扱いを比較したものが図表 ２ である。
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⑶　小括―外国子会社配当益金不算入制度による効果―

外国子会社配当益金不算入制度の創設に伴う影響に関しては，「創設前は外国子会社の利益

のうち，国内還流の比率は50～60％にすぎなかったが，改正後の平成２１年は同比率が7２％，平

成２２年は95％という推移をみると，本制度の影響が非常に大きい」（串田 ２0１２，68頁）との意

見がある１9）。その一方で，渡辺（２0１２a，87頁）は「外国子会社配当益金不算入制度が導入さ

れたために，国外から資金が還流され，かつ当該還流資金が国内において有効に投資されると

いう『期待された効果』の発生は，必ずしも明らかにすることはできなかった」と述べており，

見解の対立がみられる。いずれにせよ，外国子会社配当益金不算入制度がもたらした効果につ

いては，長期的な視点から捉えるべきではなかろうか。

また，配当に係る外国源泉税が外国税額控除の対象から外れたことにも注意せねばならない。

これについて，南波（２009，35頁）は，「必ずしも企業が有利になるケースばかりではない。

特に，外国子会社が所在する現地国の法人税率や配当にかかる源泉税率が高い場合には，旧制

度よりも新制度の税負担のほうが大きくなる場合もある」と述べ，朝長編（２009，２76-２77頁）

は，「平成２１年度改正は，我が国よりも実効税率が高い国に子会社を設けて高い税負担をして

いる場合には，更に税負担が高くなり，実効税率が低い国に子会社を設けて低い税負担をして

いる場合には，更に税負担が低くなる，という状態を生じさせる」と指摘した２0）。すなわち，

間接外国税額控除制度が適用されていた際には想定されていなかった新たな問題も生ずること

になった２１）。

なお，２0２１年 3 月 １ 日付で経済産業省によって開催された「第 １ 回　デジタル経済下におけ

る国際課税研究会」の事務局資料によると，外国子会社配当益金不算入制度が導入された２009

年時点では，国内へ還流された配当金等は約3.03兆円，海外での内部留保金額は約0.7１兆円で

あった。そして，その１0年後の２0１9年における配当金は約7.１6兆円であったが，それと同時に

海外での留保額も約7.33兆円と増大している（経済産業省貿易経済協力局２0２１，１２頁）。結果

として，国内に対する資金還流は促進されたものの，海外における内部留保金額も併せて多額

になっている２２）。

19） 日本経済新聞（２0１１年 7 月１9日）および経済産業省「通商白書」（２0１１年度版）第 3 - １ - ４ - 8 図を
参照。

20） 渡辺（２0１２a，87頁）も併せて参照。
21） 外国子会社配当益金不算入制度はわが国の税収を減少させるとの指摘もある。たとえば，鈴木
（２0１２，１09頁）は，「間接外国税額控除制度と比べて企業にとっては海外進出のインセンティブとな
る一方，静学的にみれば政府にとっては税収減となる」とし，安部（２0１２，１58頁）は，「当該制度の
導入は，国外所得に対するわが国の課税権を事実上一部放棄するもの」と批判した。

22） ２0１6年から２0１9年まで同様の状況となっている（経済産業省貿易経済協力局２0２１，１２頁）。
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４ ．現行税法上の外国税額控除制度

現行税法上，外国子会社配当益金不算入制度の対象外となる外国法人２3） から配当が実施され

た場合には，外国税額控除制度（法法 69）が適用される。これにより，外国子会社からの配

当と，外国子会社以外の外国法人からの配当に係る取扱いには，図表 3 のように差異が生ず

る２４）。

図表 3 　現行税制における外国法人からの配当の取扱い

対象企業 受取配当等 外国源泉税

【外国子会社２5）】
保有割合：２5％以上
保有期間： 6 か月以上

外国子会社配当益金不算入
制度（別表 ４ 減算）

損金不算入
（別表 ４ 加算）

直接外国税額控除の適用なし
（別表 １ の調整なし）

【外国法人】
※保有割合２5％未満，保有期間
6 ヶ月未満の外国子会社も含む

外国子会社配当益金不算入
制度の適用なし

（別表 ４ の調整なし）

損金不算入
（別表 ４ 加算：控除対象外国法人税額）

直接外国税額控除
（別表 １ 減算：控除外国税額）

（出所）：筆者作成。

図表 3 で注目すべきは，外国子会社以外の外国法人（網掛け部分）から配当が行われた場合

である。そこでは，外国源泉税に関して，別表 ４ で外国税額を加算することで所得の金額を税

引き前の金額に戻し（法法 ４１），その後，別表 １ で先に加算された金額を法人税額から控除す

ることとなる（法法 69①）。

⑴　別表 ４ における控除対象外国法人税額

本節では，別表 ４ で加算する「控除対象外国法人税額」の計算方法について確認する。まず，

控除対象外国法人税額に関しては，納付する外国法人税の額と，外国法人税の課税標準額に35

％を乗じた金額のいずれか低いほうが選択される。これは，わが国における法人税，住民税お

よび事業税の実効税率35％を超過した高率な外国法人税については二重課税とはみなされない

23） このうち，租税特別措置法第66条の 8 が適用される外国法人は除外される。詳しくは，上松（２0１２，
１50-１53頁）を参照。

24） わが国における実効税率を超過して源泉徴収される場合には，高率負担分としてその超過分は外国
税額控除の対象にならない。

25） ただし，外国子会社の本店所在地国において剰余金の配当の全額あるいは一部が損金に算入されて
いた場合には，外国子会社配当益金不算入制度の対象外となる（法法 ２3の ２ ②一）。この点について
は，２0１5（平成２7）年度税制改正にて制定されており，詳しくは財務省（２0１5，6１9頁）を参照。



立教経済学研究　第78巻　第 1号　2024年106

ためである（法令 １４２の 3 ）。

なお，その割合が35％とされたのは２0１１（平成２3）年度税制改正（平成２3年１２月改正）２6） で

あり（法令 １４２の ２ ①，法令 １55の２7），それ以前は50％であった。実効税率が変更された理

由について，染谷（２0１２，２6頁）は，「近年の法人実効税率の引下げに伴い，実質的に二重課

税が生じていない税額まで控除できるという彼此流用の問題が注目されていたため」と指摘し

ている。上の方法によって算出された金額は，図表 ４ にある「控除対象外国法人税額」として，

所得の金額に加算される。

図表 ４ 　別表 ４ における控除対象外国法人税額（法令１４２の 3 ）

摘　　　要 金　額

当　期　利　益　の　額

加　算

減　算

仮　　　　　　計

寄附金の損金不算入額

法人税額控除所得税額

控除対象外国法人税額 ×××

合　　　　　　計

差　　　引　　　計

欠損金の当期控除額 △

総　　　　　計

所　　得　　金　　額

（出所）：筆者作成。

⑵　別表 １ における控除外国税額

次いで，別表 １ における「控除外国税額」に関しては，前節で取り上げた控除対象外国法人

税額と，控除限度額のいずれか低いほうが選択される。控除限度額については，下記のように

別表 １ の差引法人税額に当期の所得金額に占める当期の国外所得金額２7）の割合を乗じることで

26） そのほか，２0１１（平成２3）年度税制改正では外国法人税の定義が明確化された。具体的には，複数
の税率の中から納税者と税務当局との合意によって税率が決定された場合，最も低い税率を超過する
部分は外国法人税から除外されることとなった（法令 １４１③三）。これは，いわゆる「ガーンジー島
事件」（最判平成２１年１２月 3 日民集第63巻１0号２２83頁）の判決内容が影響を与えたものであり，詳し
くは，財務省（２0１１，４98-４99頁）を参照。

27） 分子の「当期の国外所得金額」に関しては，国外源泉所得に係る所得金額と，当期の所得金額（別
表 ４ 「差引計」）に90％を乗じた金額のいずれか低額のほうが採用される。これは，「たとえすべて
の所得が国外源泉所得であったとしても，全所得の１0％程度は本社の貢献等があったものとしてわが
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算出される（法令 １４２①②③）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　当期の国外所得金額
　控除限度額＝別表 １ の差引法人税額×　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 当期の所得金額（別表 ４ 「差引計」）

上の式を組み替えたものが次の計算式であり，控除限度額は当期の国外所得金額のうち別表

１ の差引法人税額が当期の所得金額に占める割合となる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 別表 １ の差引法人税額
　控除限度額＝当期の国外所得金額×　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 当期の所得金額（別表 ４ 「差引計」）

以下，別表 １ の資料（図表 5 ）を掲載しているが，差引法人税額と法人税額計の調整額には，

使途秘匿金などの罰金部分が含まれる（措法 6２①）２8）。さらに，最上段にある所得金額につい

ては，別表 4のそれと同様のものである。

図表 5  　別表 １ における控除外国税額

摘　　　要 金　額

所　　得　　金　　額

法　　人　　税　　額

法人税額の特別控除額

差 引 法 人 税 額

法 人 税 額 計

控　除　所　得　税　額

控　除　外　国　税　額 ×××

差引所得に対する法人税額

中間申告分の法人税額

差引確定法人税額

（出所）：筆者作成。

なお，繰越控除限度額（法法 69②）が生ずる際には別表 １ における控除限度額に，繰越控

除対象外国法人税額（法法 69③）については，別表 １ の控除対象外国法人税額に各々加算さ

れる。

国の法人税を課税するという考え方による」からである（染谷 ２0１２，２7頁）。
28） 法人税額が控除限度額を算定する際に用いられた場合に，当期の国外所得金額に乗じられる分数部

分の分子が増大し，控除限度額がより多額に算出されることを防ぐためである。
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5 ．資本剰余金からの配当と外国税額控除制度―三つの時代に区分した考察―

本稿冒頭でも述べたとおり，外国子会社を発行法人とする剰余金の配当に関しては，資金還

流のスキームが租税回避行為の手段として用いられることが懸念されている。この点につき，

太田・佐藤（２0１１，3２8頁）は，「本制度（外国子会社益金不算入制度―筆者。）は，一定の株

式保有要件を満たす海外現地法人からの配当を益金不算入とするという比較的単純な構造を有

しており，（中略）租税回避行為に利用されやすいという面もあるように思われる」との見解

を示している。

実際に，前掲最判令和 3 年 3 月１１日では，外国子会社から資本剰余金と利益剰余金の双方を

原資とする配当が実施され，有価証券譲渡損失が計上されたことに加えて（法令 8 ①十八，

法令２3①四），多額の受取配当金が外国子会社配当益金不算入制度の対象とされた（法法 ２3の

２ ）。ここで，資本剰余金の額の減少に伴う配当が現行税法と同様の取扱いになったのは２006

（平成１8）年度税制改正以降であり，それ以前は配当金額の全てが利益の配当とされていた（旧

法基通 3 - １ - 7 の 5 ）。

本章においては，外国子会社からの剰余金の配当に係る取扱いと，資本剰余金を原資とする

配当の取扱いを勘案することで，制度背景の相違により生ずる論点を指摘する。

⑴　２00１年から２006（平成１8）年度税制改正まで―法人税基本通達 3 - １ - 7 の 5 の適用期間―

２00１（平成１3）年度 6 月商法改正では，法定準備金の減少手続きに関する立法措置が講じら

れ，資本金の １ ／ ４ を超過する法定準備金を取り崩すことが可能になった（旧商法 ２89②）。

これにより，取り崩された部分の金額については，配当原資として用いることが許容されてい

る（旧商法２90①）２9）。その後，平成１5年 ２ 月２8日付法令解釈通達において，法人税基本通達 

3 - １ - 7 の 5 「その他資本剰余金の処分による配当」が創設され，そこでは，「法人が受ける

利益の配当が，商法第２89条第 ２ 項《法定準備金の取り崩し制限》の規定による資本準備金の

取崩しにより生じたその他資本剰余金を原資として行われたものであっても，法第２3条《受取

配当等の益金不算入額》の規定の適用があることに留意する。」と定められた。換言すると，

資本剰余金を原資とする配当に関しては，その原資にかかわらず「利益の配当」として取り扱

われるようになった30）。

29） 本商法改正に対する立法措置は，２00１（平成１3）年度税制改正にて講じられなかった。その理由に
ついては，松永（２0２3b，77頁）を参照。

30） これを批判した論考としては，垂井（２00２，50頁），鈴木（２005，１１４頁），成道（２007，53頁）が
あげられる。なお，２00１（平成１3）年度税制改正における資本剰余金を原資とする配当の取扱いにつ
いては，松永（２0２3b）で検討している。
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すなわち，その期間に外国子会社を発行法人として資本剰余金を原資とする配当が行われた

場合に，有価証券の譲渡損益は認識されない。それに加えて，配当全額が間接外国税額控除制

度の対象とされる点にも留意せねばならない。

⑵ 　プロラタ計算式に係るみなし配当部分の取扱い― ２006（平成１8）年度税制改正と２009（平

成２１）年度税制改正に焦点を当てて―

２006（平成１8）年度税制改正では，資本剰余金を原資とする配当にプロラタ計算式が適用さ

れた（法法 ２４①三，法令 8 ①十九，法令 ２3①三）。これにより，減少資本剰余金額は資本の

払戻し部分（譲渡対価）とみなし配当部分に按分され3１），前者については有価証券の譲渡損益

を認識することとなった（法法 6１の ２ ⑰，法令 １１9の 9 ①）。他方，みなし配当部分には間接

外国税額控除制度が適用されるが（法法 69⑧），ここで着目すべきは２009（平成２１）年度税制

改正以降，そこには外国子会社配当益金不算入制度（法法 ２3の ２ ）が用いられることである。

つまり，２006（平成１8）年度税制改正から２009（平成２１）年度税制改正までの期間と，２009（平

成２１）年度税制改正以降では，みなし配当部分の取扱いに差異が生じていた。

先にあげた国際興業管理事件のように，多額の利益剰余金を還流させた上で，そのほぼ全額

を益金不算入とするには外国子会社配当益金不算入制度を適用する必要があり，２009（平成

２１）年度税制改正前では困難といえよう。ただし，多額の有価証券譲渡損失を計上させること

に関しては，プロラタ計算式が適用された２006（平成１8）年度税制改正以降は可能となってい

る。

⑶　小括―制度背景の相違により浮き彫りになった論点―

間接外国税額控除制度および外国子会社配当益金不算入制度と，資本剰余金を原資とする配

当の取扱いとの関係性をまとめたものが，図表 6 である。

31） 当時の立案担当者の見解としては，佐々木・小原（２006，3４頁）を参照。
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図表 6 を踏まえると，間接外国税額控除制度が適用されていた時期と比して，外国子会社配

当益金不算入制度が適用された２009（平成２１）年度税制改正以降は，有価証券の譲渡損益と，

みなし配当部分という二つの観点から，外国子会社から資金を還流させるインセンティブが高

まったものと見受けられる。

図表 6 　２00１年から現行税制に至るまでの資本剰余金からの配当に係る取扱い

【資本剰余金配当の取扱い】

【（みなし）配当部分の取扱い】

2001年 2006年 2009年

利益の配当

（旧法基通 3 - 1 - 7の 5）

資本の払戻しとみなし配当部分に按分

（法令 8①十八，法令 23①四）

間接外国税額控除制度

（配当全額に適用）

外国子会社配当益金不算入制度

（みなし配当部分のみに適用）

間接外国税額控除制度

（みなし配当部分のみに適用）

時期 資本剰余金の額の減少に伴う配当に係る取扱い

２00１年
～２006年度税制改正前

利益の配当（旧法基通 3 - １ - 7 の 5 ）

・配当原資全体
　：間接外国税額控除制度の対象（旧法法 69⑧）

２006年度税制改正
～２009年度税制改正前

プロラタ計算式（旧法令 8 ①十九，旧法令 ２3①三）

・資本の払戻し部分
　：有価証券譲渡損益を認識（旧法法 6１の ２ ⑰，旧法令 １１9の 9 ①）
・みなし配当部分
　：間接外国税額控除制度の対象（旧法法 69⑧）

２009年度税制改正
　　　　～現行税法

プロラタ計算式（法令 8 ①十八，法令 ２3①四）

・資本の払戻し部分
　：有価証券譲渡損益を認識（法法 6１の ２ ⑱，法令 １１9の 9 ①）
・みなし配当部分
　：外国子会社配当益金不算入制度の対象（法法 ２3の ２ ）

（出所）：筆者作成。
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6 ．むすびに

２009（平成２１）年度税制改正以降，外国子会社配当益金不算入制度（法法 ２3の ２ ）が適用

されることで，わが国に還流される配当金額は増大した。しかしながら，外国子会社における

内部留保額もそれと同時に多額になっている点については，今後も注視すべきであろう。

加えて，外国子会社を発行法人とする資金還流のスキームが租税回避行為の手段として用い

られることにも留意せねばならない。会社法施行に伴う２006（平成１8）年度税制改正において，

資本剰余金を原資とする配当にはプロラタ計算式が適用され，国際興業管理事件のように多額

の有価証券譲渡損失を計上させることが可能になった。他方，みなし配当部分に関しては，外

国子会社配当益金不算入制度が創設される２009（平成２１）年度税制改正までは間接外国税額控

除制度の対象であり，２006（平成１8）年度税制改正から２009（平成２１）年度税制改正までの期

間は，現行税法とは異なる制度が適用されていた。

外国子会社配当益金不算入制度は，わが国への資金還流の促進および課税の中立性，税制の

簡素化を目的として，間接外国税額控除制度に代わって創設された。ただし，それらの課題が

本制度を適用することで全て解消されたのかについては，議論の余地が残される。
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